
世界エイズデー世界エイズデー12月１日は エイズへの理解と支援の象徴「レッドリボン」
エイズを正しく理解しよう

保健予防課感染症予防係　☎内線４３０相談・問合せ

■ エイズのまん延防止とエイズ患者等への差
別・偏見の解消を
　 　世界エイズデーは、世界保健機関（ＷＨ
Ｏ）が世界規模でのエイズのまん延防止と、
ＨＩＶ感染者やエイズ患者に対する差別・偏
見の解消を目的として提案したものです。
■ＨＩＶ・エイズとは
　 　ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）とは、エ
イズの原因になるウイルスです。エイズは、
「後天性免疫不全症候群」と言い、ＨＩＶに感
染して起こる状態です。感染すると身体の抵
抗力が低下し、健康なときには病気を起こさ
ない弱い病原菌にも感染しやすくなります。
　 　早期に感染を知り、治療を開始・継続する
ことで、感染していない人と同じくらい長
く、健康的な社会生活を送ることができま
す。

■正しい理解で差別や偏見をなくそう
　 　ＨＩＶの感染力は弱く、感染経路は性交渉
や血液感染等に限られています。そのため、
性交渉以外の日常生活で感染することはあり
ません。
　 　性交渉では、コンドームを正しく使用する
ことで感染を防ぐことができます。また、コ
ンドームの使用は、ほかの性感染症予防にも
効果的です。
■心配なことがあれば検査をお勧めします
　 　保健所や医療機関等で、正確な判定ができ
る時期（感染の機会から60日経過後）に受
けてください。
　 　12月の検査は予約枠を増やし実施します。
　 　詳細は、荒川区ホームページ（右
の二次元コード）をご確認くださ
い。

あらかわ遊園あらかわ遊園
観覧車ライトアップ観覧車ライトアップ

　レッドリボン
にちなんだ赤色
にライトアップ
します。

12月１日㈰
午後４時30分

～８時

日 時

☎（３８０５）９４６７
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荒川区エイズ相談・検査専用電話

区では、認知症の方も安心して暮らせるまちを目指して、12月２日㈪から新たに２つの取り組みを開始します。

認知症の方も安心して暮らせるまちを目指して

認知症による事故に備える個人賠償責任保険
　認知症の高齢者等が、日常生
活における故意ではない事故で
第三者に対して法律上の損害賠
償責任を負った場合に、この損
害を補償する「荒川区認知症高
齢者等個人賠償責任保険」の受
け付けをしています。保険料
は、区が全額負担をするため、
自己負担はありません。 補償内容 損害賠償責任補償、傷害の補償、被害者死亡時の見舞金補償

対 象

区内在住で荒川区に住民登録があり、施設に入所または病院に入院
しておらず、次のいずれかに該当する方
▶ 医師に認知症と診断されている40歳以上
▶ 区所定の「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」の実施
結果が20点以上の65歳以上

※ 認知症と診断されている方は、診断書の写しを提出してください
※ 「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」は、荒川区ホームページ等
に掲載しています

本人・家族

荒川区 保険会社

登録
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保険料支払

　認知症の方が行方不明になった場合の早期発見・保護を目的と
した「見守りシール」を無料で交付します。発見者が、対象者の
衣服やかばん等に貼られたシールの二次元コードを読み取ると、
個人情報を知らせることなく、家族等とインターネット上の伝言
板でやり取りができます。

対 象

次のすべてを満たす方
▶ 区内在住で荒川区に住民登録がある
▶40歳以上
▶ 認知症により、外出中に行方不明に
なるおそれがある

行方不明時に備えての見守りシール

▲見守りシール

▶ 窓口………必要書類を持参
▶ 郵送……… 必要書類を、〒116-8501（住所不要）荒

川区役所高齢者福祉課介護予防事業係
▶ 電子申請…荒川区ホームページで
※見守りシールは各地域包括支援センター窓口でも可

申込方法
高齢者福祉課介護予防事業係
☎（３８０２）４０３４

申 込 み
問 合 せ

申込書の
配 布

区役所２階高齢者福祉課・荒川区ホームページ
※ 見守りシールは各地域包括支援センターでも配布

柔道整復師等の施術に係る
国民健康保険からの照会にご協力を

　医療費の適正化を図るため、接骨院や整骨院にか
かった方のうち、負傷の部位が複数ある方や、長期
または頻度が高い施術を受けた方を対象に、文書照
会による調査を実施しています。ご協力をお願いし
ます。

国保年金課保険給付係　☎内線２３８１問合せ

国保年金課国保年金課からのからのお知らせお知らせ
引っ越し・就職・退職等のときは14日以内に届け出を

届け出・問合せ 国保年金課国保資格係（区役所１階）　☎内線２３７５

※ 届け出に必要な書類等は、お問い合わ
せください

※ 届け出が遅れると、保険料をさかのぼ
って納めたり、医療費の全額が自己負
担になったりする場合があります

　国民健康保険の被保険者が引っ越しや就職等
をしたときや、社会保険に加入している方が退
職をしたとき等、健康保険の種類が変わる場合
には、14日以内に届け出をしてください。
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